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追
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と
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が
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す
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と
と
一
と
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た
し
ま
し
た
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皆
さ
ま
方
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御
多
忙
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と
と
ろ
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御
山
山
臨
時
い
た
だ
き
あ
h
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が

と
う
ど
守
ざ
い
ま
す
。
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回
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提
案
い
た
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ま
す
案
件
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条
例
関
係
議
案
三
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一
般
議
案
一

件
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補
正
予
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二
件
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定
七
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概
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す
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制
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つ
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て
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y
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す
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業
促
進
対
策
要
綱
が
一
昭
和
玄
十
四
年
六
月
二
十
七
日
制
定
さ
れ

ま
し
た
。
と
れ
w
h
伴
い
き
し
て
、
幽
閉
山
市
が
昭
和
五
十
五
年
六
月
十
四
日
付

け
で
昭
和
五
必
ず

z

聾
年
度
地
域
紛
鋒
漁
業
構
造
改
善
計
画
地
域
と
し
て
指
定
さ

J

れ
ま
し
先
の
で
、
地
域
治
様
漁
業
構
造
改
善
計
薗
の
作
成
及
び
事
業
実
施
等

当
接
地
域
の
沿
岸
識
業
の
携
造
改
善
を
適
正
か
っ
円
滑

K
推
進
す
る
た
め
、

関
係
漁
業
団
体
及
び
関
係
金
融
秩
調
の
役
職
員
、
水
産
業
改
良
普
及
職
員
並
ー

び
K
学
識
経
験
を
宥
す
る
き
を
構
成
長
と
す
る
審
議
会
を
開
催
し
授
け
れ
ば

念
ら
安
い
と
の
事
業
実
施
要
領

K
拳
づ
き
ま
し
て
、
日
現
在
の
銀
山
布
水
産
相
指

J

輿
審
護
会
委
員
八
人

K
、
新
4
A
K
関
係
金
融
機
関
の
役
職
員
及
び
水
産
業
改

良
普
及
職
員
の
こ
'
人
を
加
え
て
十
人
の
委
員
と
す
る
た
め
、
館
山
市
附
属
機

関
訟
種
条
例
の
一
部
を
改
正
仁
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

念
hv
、
新
た
に
委
轟
摘
す
る
委
員
を
属
鹿
ぐ
期
間
拡
、
地
域
沿
津
漁
業
構
造
改

普
事
業
の
完
了
年
で
あ
る
昭
和
六
十
年
三
芳
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
も
の
で

あ
り
愛
す
。

次
に
、
議
案
第
五
十
四
号
館
山
市
松
問
地
区
土
地
改
良
事
業
分
担
金
徴
収

条
例
の
制
定
陀
つ
い
て
で
あ
り
ま
す
が
、
本
条
例
は
市
内
竜
関
宇
宙
ノ
原
、

大
久
保
、
西
ノ
下
、
西
燦
、
作
及
び
原
田
の
各
一
部
を
受
益
区
域
と
し
た
土

-7-



地
改
良
事
業
実
施
w
h
伴
う
分
担
金
徴
収
条
析
で
あ
り
ま
す
。

分
担
金
の
総
額
に
つ
い
て
は
、
各
年
度
ど
と
に
事
業
費
の
総
額
か
ら
、
国

県
の
補
助
金
の
績
を
除
い
た
額
の
範
囲
内
で
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
受
益
者

分
担
金
の
積
算
基
礎
及
び
徴
収
方
法
等

K
つ
い
て
必
要
念
事
項
を
定
め
る
も

の
で
あ
り
ま
す
@

念
会
、
と
の
条
例
は
、
公
付
の
日
か
ら
施
行
さ
れ
ま
す
が
、
昭
和
五
十
六

年
度
で
完
了
の
予
定
で
あ
り
ま
す
の
で
、
昭
和
五
十
七
年
三
月
三
十
一
日
で

失
効
す
る
よ
う

K
規
定
し
て
あ

9
ま
す
。

ま
え
、
館
山
市
粗
飼
料
等
増
産
基
盤
整
備
事
業
分
担
金
徴
収
条
例
、
館
山

市
滋
弁
農
道
災
害
復
旧
一
事
業
分
担
金
徴
収
条
例
及
び
館
山
市
青
木
町
農
道
災

害
復
旧
事
業
分
担
金
徴
収
条
例
に
つ
い
て
は
、
分
担
金
も
滑
り
合
〈
耕
入
ぎ

れ
、
事
業
も
完
了
い
た
し
て
会
り
ま
す
の
で
、
と
の
三
条
例
を
と
の
際
廃
止

し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

次
w
h
、
議
案
第
五
十
五
号
館
山
市
市
営
住
宅
の
設
置
及
び
管
理

K
関
す
る

条
例
の
一
都
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て
で
あ
り
ま
す
が
、
今
回
、

公
営
住
宅
法
及
び
同
法
施
行
令
の
一
部
改
正
が
行
わ
れ
、
本
年
十
月
一
日
か

ら
施
行
さ
れ
る
と
と

K
伴
い
、
本
市

K
が
い
て
も
一
部
改
正
を
し
よ
う
と
す

る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
改
正
の
内
容
は
、
男
六
十
歳
、
女
五
十
歳
以
上
の
者

ま
た
は
身
体
樟
害
者
等
、
単
身
世
殺
で
あ
っ
て
も
入
居
資
格
を
有
す
る
者
と

し
て
取
・
9
扱

b
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

次

K
、
議
案
第
五
十
六
号
市
道
路
線
の
認
定
及
び
廃
止
に
つ
い
て
で
あ

P

ま
す
が
、
道
路
法
第
八
粂
第
二
項
及
び
第
十
条
第
二
婦
の
規
定

K
基
づ
き
、

市
道
神
余
畑
線
の
認
定
及
び
廃
止
を
い
た
し
た
い
と
い
う
も
の
で
あ
り
ま
す
。

認
定
し
よ
う
と
す
る
道
路
の
延
長
は
二
千
五
百
八
十
五
メ
ー
ト
ル
、
顧
員
は

四
メ
ー
ト
ル
か
ら
六
メ
ー
ト
ル
。
廃
止
し
よ
う
と
す
る
道
路
の
延
長
は
二
千

、}

二
百
メ
!
ト
ル
、
幅
員
は
六
メ
ー
ト
ル
で
あ
り
愛
す
。

次

K
、
議
案
第
五
十
七
号
昭
和
五
十
五
年
度
舘
山
市
一
般
会
計
補
正
予
算

(
第
二
号
)
で
あ
り
ま
す
が
、
歳
入
歳
出
予
算
の
補
正
と
し
占
ま
し
て
、
歳
入

歳
出
そ
れ
ぞ
れ
三
億
九
千
十
二
万
円
を
追
加
し
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
八
十

八
億
七
千
二
百
五
十
二
万
七
千
円
と
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

歳
出
の
ラ
ち
、
主
念
も
の
と
し
ま
し
て
、
総
務
費
で
は
、
前
年
度

K
交
付

さ
れ
た
国
、
県
支
出
金
め
糟
算

K
よ
る
返
還
金
で
七
百
七
十
七
万
七
千
円
、

説
収
入
遼
付
金
及
び
還
付
加
算
金
の
不
足
分
と
し
て
百
万
円
、
国
勢
調
査
等

の
委
託
金
の
内
一
不

K
伴
う
報
樹
、
職
員
手
当
等
の
各
種
統
計
調
査
費
で
ご
百

六
十
八
万
五
千
円
。

民
生
費
で
は
、
福
祉
作
業
所

K
隣
接
す
る
国
有
農
地
を
同
作
業
地
と
し
て

買
収
す
る
経
費
と
し
て
ニ
百
一
一
一
十
六
万
四
千
円
、
母
子
家
庭
の
母
及
び
児
童

が
入
院
し
た
相
場
合
の
医
療
費
の
一
一
部
を
助
成
す
る
と
と
wれ
よ
り
、
母
子
家
庭

の
福
祉
の
向
上
を
図
る
目
的
で
、
母
子
家
庭
医
療
費
助
成
制
度
を
十
月
一
日

よ
-P
実
絡
す
る
た
め
、
そ
の
扶
助
費
と
し
て
二
十
三
万
四
千
円
。

衛
生
費
で
は
、
神
余
ど
み
埋
立
地
綴
削
及
び
整
地
w
h
依
る
自
動
車
等
借
上

料
で
六
百
六
十
一
万
三
千
円
]
衛
生
セ
ン
タ
ー

K
掘
一
糊
し
た
井
戸
の
水
wh
つ

い
て
校
、
鉄
分
が
多
〈
水
質
基
準
に
適
合
せ
ず
、
飲
料
水
及
び
冷
却
水
と
し

て
俊
用
す
る
と
と
が
適
当
で
念
い
た
め
、
浄
水
設
備
が
必
要
で
あ
-P、
ま
た

搬
入
道
路
慈
設
予
定
地
の
一
部
地
下

K
空
ど
う
が
あ

p
、
そ
の
ま
ま
道
路
建

設
し
た
場
合
、
後
に
陥
没
の
た
そ
れ
が
あ
る
た
め
空

E
う
充
て
ん
工
事
が
必

要
で
あ
り
ま
す
の
で
、
と
れ
ら
の
工
事
費
と

1
て
千
九
百
二
十
万
円
の
追
加

を
す
る
と
と
も

K
継
続
受
の
補
正
に
つ
い
て
も
沿
騒
い
す
る
も
の
で
あ
り
ま

す。

ζ

の
ほ
か
三
芳
水
道
企
業
団
負
担
金

K
つ
い
て
は
、
本
年
五
月
分
か
ら

水
道
料
金
の
引
上
げ
が
あ
っ
た

ζ
と

K
伴
い
増
収
が
見
込
ま
れ
る
た
め
、
千

一一一一ーム→一一千
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外

~ 

七
百
六
万
七
千
円
の
減
額
と
な
り
ま
す
。

農
林
水
産
業
費
で
は
、
転
換
水
田
整
偽
事
業
委
託
料
と
し
ま
し
て
松
岡
地

区
K
つ
い
て
は
本
設
計
の
結
果
に
伴
い
事
業
費
が
増
加
と
念
・
9
、
ま
た
水
問

地
区
及
び
板
足
地
区
に
つ
い
て
は
、
本
年
度
の
国
庫
補
助
対
象
K
念
ら
な
か

っ
た
た
め
減
額
す
る
も
の
で
あ
り
、
差
し
引
き
で
千
七
百
三
十
八
万
七
千
円

の
追
加
と
な
り
ま
す
。
な
h
v
、
水
岡
地
区
K
つ
い
て
は
、
来
年
度
に
土
地
改

良
事
業
と
し
て
実
施
す
べ
〈
本
年
度

K
計
画
を
作
成
す
る
た
め
の
委
託
料
と

し
て
五
百
七
十
万
円
、
ま
た
訟
岡
地
区

K
つ
い
て
は
、
埋
蔵
文
化
財
が
あ
り
、

そ
の
発
掘
調
査
委
託
料
と
し
て
百
五
十
万
円
、
農
家
組
合
が
実
施
す
る
小
規

模
土
地
改
良
事
業
の
補
助
金
の
追
加
分
と
し
て
三
百
四
十
八
万
一
一
一
千
円
、
水

産
業
関
係
と
し
ま
し
て
は
、
補
助
金
の
増
額
内
示
に
伴
う
水
産
増
殖
事
業
補

助
金
で
百
八
十
一
万
五
千
円
、
館
山
船
形
漁
業
協
同
組
合
が
実
施
す
る
入
港

漁
船

K
対
し
給
水
す
る
た
め
の
施
設
設
置
事
業
費
補
助
金
と
し
て
由
席
補
助
金

七
百
万
円

K
市
費
を
加
え
て

7
T万
円
を
、
ま
た
館
山
市
相
浜
漁
業
協
同
組

合
が
実
施
す
る
燃
油
タ
ン
ク
設
置
事
業
費
補
助
金
と
し
て
旧
派
補
助
金
百
五
十

万
円
K
古
川
愛
を
加
え
て
三
百
五
十
万
円
。

土
木
費
と
し
ま
し
て
、
館
山
駅
周
辺
市
街
地
に
つ
い
て
、
近
年
の
商
業
環

境
の
急
激
念
変
化
、
車
両
焚
通
の
潟
大
、
市
街
化
の
進
行
等
市
街
地
環
境
の

多
様
念
変
化
K
対
応
し
た
都
市
環
境
整
備
の
必
要
性
K
つ
い
て
、
か
ね
て
か

ら
論
じ
ら
れ
て
い
る
と
と
ろ
で
あ

P
ま
す
が
、
今
回
、
当
該
地
域
に
つ
い
て

自
然
条
件
、
土
地
利
用
等
の
実
態
を
調
査
す
る
と
と
も
に
、
市
街
地
の
環
境

評
価
等
を
行
い
、
そ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
、
市
街
地
整
備
の
必
要
性
を
検
討
し
、

整
備
課
題
及
び
計
画
立
案
に
際
し
て
考
慮
す
べ
き
条
件
を
整
備
す
る
た
め
、

館
山
駅
周
返
市
街
地
整
備
調
査
委
託
料
と
し
て
九
百
万
円
、
そ
の
ほ
か
館
山

運
動
公
園
関
係
流
末
水
路
用
地
購
入
費
で
吉
田
+
九
万
八
千
円
。

司~
、国妙、

、~.~元医第

+ 

教
育
費
と
し
ま
し
て
、
北
条
小
学
校
校
舎
は
、
建
設
以
来
十
年
を
経
過
し

屋
根

K
つ
い
て
は
防
水
効
果
が
滋
少
し
、
各
所
で
雨
漏
h
y
が
あ
り
、
ま
た
教

室
入
口
の
一
戸
車
が
摩
滅
し
児
童
が
開
閉
す
る
の
に
困
難
を
き
た
し
て
会
り
ま

す
の
で
、
と
れ
ら
の
改
修
工
事
費
と
し
て
千
百
二
十
万
λ
千
円
、
館
山
市
北

条
一
七

O
六
番
地
の
圏
、
佐
伯
様
哉
氏
か
ら
百
万
円
の
寄
附
が
あ
り
、
ま
し
た

の
で
、
と
れ
を
財
源
に
北
条
小
学
校
の
図
書
購
入
費
と
し
て
百
万
円
、
第
三

中
学
校
新
設

K
伴
っ
て
校
歎
の
作
詞
、
作
樹
委
託
料
と
し
て
百
万
円
、
西
岬

中
学
校
校
庭
の
排
水
路
埋
設
及
び
土
止
工
事
賓
並
び
に
第
三
中
学
校
テ
ニ
ス

コ
ー
ト
脇
側
溝
の
改
修
工
事
費
で
三
百
九
十
五
万
円
、
館
山
幼
稚
園
敷
地
内

の
県
有
地
購
入
費
で
七
百
六
十
四
万
八
千
円
の
追
加
の
ほ
か
、
市
民
文
化
の

向
上
と
都
市
美
化
の
推
進
を
図
る
た
め
、
五
十
四
年
度
k
b
h
て
造
形
作
品

を
購
入
し
、
中
央
公
園
及
び
市
庁
舎
内
に
設
置
し
ま
し
た
が
、
今
年
度
も
さ

ら

K
そ
の
推
進
を
図
る
た
め
、
造
形
作
品
購
入
費
及
び
設
置
工
事
費
等
で
三

百
五
十
万
円
の
追
加
を
hv
綴
い
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

念
-P
、
国
際
ロ

1
タ
η，
l
第
二
百
七
十
九
地
区
の
年
次
大
会
記
念
事
業
一
の

一
環
と
し
て
百
五
十
万
円
の
寄
附
を
頂
い
て
か
タ
ま
す
の
で
、
造
形
作
品
の

購
入
費

K
充
て
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

諸
支
出
金
と
し
ま
し
て
は
、
前
年
度
繰
越
金
の
う
ち
地
方
財
政
法
第
七
条

の
規
定
K
よ
り
財
政
調
整
基
金
積
立
金
と
し
て
二
億
七
千
九
百
五
十
一
万
二

千
円
の
追
加
を
念
願
い
す
る
も
の
で
あ
り
主
す
。

以
上
、
歳
出
の
主
念
も
の
に
つ
い
て
御
説
明
申
し
上
げ
ま
し
た
が
、
こ
れ

ら
の
財
源
と
し
・
ま
し
で
は
、
分
担
金
、
県
支
出
金
等
の
特
定
財
源
で
六
百
五

十
七
万
四
千
円
、
そ
の
他
を
繰
越
金
、
地
方
交
付
税
等
の
一
般
財
源
を
も
っ

て
充
当
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

P
ま
す
。

次
wh
、
議
案
第
五
十
八
号
昭
和
五
十
五
年
度
館
山
市
国
民
宿
舎
事
業
特
別

一?ー



会
計
補
正
予
算
(
第
一
号
〉

K
つ
い
て
で
あ

D
ま
す
が
、
昭
和
五
十
四
年
度

中
K
企
業
債
を
会
議
借
タ
入
れ
し
た
と
と
等

K
よ
り
当
初
議
決
を
い
た
だ
き

ま
し
た
未
収
金
を
一
億
九
千
五
百
五
十
万
円
滋
額
す
る
と
と
も

K
、
営
業
再

開

K
伴
い
装
飾
用
む
絵
画
購
入
資
等
、
資
本
的
支
出
と
し
て
総
額
二
百
十
一

万
円
の
補
正
を
-P
願
い
す
る
も
の
で
あ
・
り
ま
す
。

次
に
、
認
定
第
一
号
乃
至
第
七
号
の
詩
集
件
は
、
い
ず
れ
も
昭
和
五
十
四

年
度
館
山
市
一
般
会
計
ほ
か
六
会
計
の
歳
入
歳
出
決
算
の
認
定
K
つ
い
て
、

地
方
自
治
法
等
の
規
定
K
基
づ
き
、
監
査
委
員
の
意
見
を
付
し
て
市
議
会
の

認
定
を
か
制
闘
い
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

昭
和
五
十
四
年
度
k
b
け
る
わ
が
国
の
経
済
は
、
前
年
度
K
引
き
続
き
民

間
需
要
を
中
心
と
し
て
、
総
体
的

K
は
頼
調
に
推
移
し
ま
し
た
が
、
再
三

K

わ
た
る
原
油
価
格
の
引
き
上
げ
を
主
因
と
し
て
、
卸
売
物
価
の
上
昇
が
続
き

ま
し
た
。
と
の
た
め
、
消
資
者
物
価
へ
の
本
格
的
波
及
と
寸
ン
フ
レ
抑
止
策

の
た
め
、
日
銀
は
五
次

K
わ
た
る
公
定
歩
合
の
引
き
上
げ
を
笑
換
し
、
高
金

剰
の
年
度
と
念
h
y
ま
し
た
。
一
方
、
財
政
箇
で
は
、
巨
額
の
公
債
K
依
存
し

て
い
る
状
況

K
る
り
、
地
方
財
政
K
沿
い
て
も
交
付
税
会
計
へ
の
資
金
迷
用

部
か
ら
の
倍

P
入
れ
、
建
設
地
方
債
の
発
行
等
の
措
置
を
講
じ
て
財
源
不
足

を
祷
っ
て

b
b、
国
と
向
緑
、
地
方
債
へ
の
依
存
度
が
高
ま
り
ま
し
た
。

と
の
よ
う
な
中
で
、
本
市
は
、
屈
の
財
源
措
置

K
対
応
す
る
一
方
、
引
き

続
き
内
部
点
検
を
行
い
、
経
費
の
節
減
を
図
る
と
と
も

K
、
脹
ら
れ
た
財
源

を
効
率
的
か
つ
計
極
的

K
執
行
す
る
と
と

K
配
慮
い
た
し
ま
し
た
。
予
算
の

執
行
に
ら
た
っ
て
は
、
前
年
度
決
算
審
査
特
別
委
員
会
及
ひ
予
算
審
査
特
別

委
員
会
よ
り
御
指
導
、
合
要
請
を
い
た
だ
い
た
事
項

K
十
分
留
意
い
た
し
ま
し

て
、
「
住
み
よ
い
環
境
づ
〈
り
」
、
「
福
祉
社
会
づ
〈
h
y
」
、
「
教
育
環
境

づ
〈
h
y
」
、
「
産
業
の
基
盤
づ
〈
り
」
の
凶
つ
の
柱
を
中
心
と
し
た
生
活
碁

¥，.__-
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盤
の
整
偽

r努
め
て
ま
い
り
ま
し
た
。

ζ

の
結
果
、
昭
和
五
十
四
年
度
の
一

般
会
計
決
算
K
が
い
て
は
、
実
質
収
支
で
三
億
四
千
九
百
四
十
八
万
七
千
余

円
の
黒
字
決
算
を
.
逐
げ
る
と
と
が
で
き

r

ま
し
た
。

ま
た
、
特
別
会
計
k
b
き
を
し
て
は
、
そ
の
運
用
と
合
理
化
を
図

P
な
が

ら、

hv
な
む
ね
予
算
ど
h
v
p
執
行
す
る
と
と
が
で
き
ま
し
た
。

特
K
、
国
民
宿
舎
会
計
に
つ
き
ま
し
て
は
、
宿
舎
の
全
面
改
築
を
行
い
、

装
い
新
た

K
営
業
を
再
開
し
て
が
り
ま
す
。

水
道
企
業
会
計

κ・
砕
き
ま
し
て
は
、
昭
和
五
十
四
年
度
は
、
第
二
次
鉱
強

事
業
の
初
年
度
と
し
て
、
前
年
度
末
に
水
道
事
業
変
更
認
可
を
受
け
、
各
水

道
の
統
合
が
笑
現
し
た
の
で
、
と
の
事
業
計
画

K
基
づ
き
水
道
，
施
設
の
整
偽

拡
充
を
図
り
、
特

K
、
夏
季
を
中
心

K
矯
大
す
る
水
需
要
K
対
処
し
、
安
定

し
た
給
水
を
す
る
た
め
、
作
名
ダ
ム
へ
の
他
の
流
域
か
ら
の
取
水
施
設
築
迭

に
よ
り
、
非
晴
晴
海
情
期

K
一
日
間
千
立
方
メ
ー
ト
ル
を
揚
水
し
、
貯
水
量
の
増

大
に
努
め
る
と
と
も

K
、
浄
水
及
び
送
水
が
設
を
増
設
し
、
今
後
の
水
道
用

水
確
保
に
大
き
〈
貢
献
す
る
ζ

と
に
な
り
ま
し
た
。
収
義
的
収
支
に
つ
い
て

は
、
単
年
度
四
千
二
百
六
十
二
万
一
千
円
の
赤
{
夫
前
年
度
か
ら
の
累
積
赤

字
六
千
八
百
六
十
四
万
五
千
円
、
合
計
一
億
千
百
二
十
六
万
六
千
円
の
赤
字

と
念
り
、

ζ

の
ま
ま
推
移
す
る
と
水
道
企
業
の
運
営
が
困
難
と
在
る
の
で
、

本
年
三
月
定
例
市
議
会

K
な
き
ま
し
て
水
道
料
金
改
定
の
議
決
を
い
た
だ
台
、

と
の
六
月
分
か
ら
適
用
い
た
し
て
か
り
ま
す
。
水
道
は
、
市
民
の
日
常
生
活

に
不
可
決
で
重
要
念
施
設
で
あ
り
ま
す
の
で
、
さ
ら

K
安
定
し
た
給
水
を
図

る
た
め
水
源
の
有
動
左
利
用
と
施
設
の
拡
充
K
努
め
、
今
後
と
も
経
営
の
合

理
化
等
、
能
率
的
念
運
営

K
留
意
す
る
所
存
で
あ
り
ま
す
。

昭
和
五
十
四
年
度
の
決
算
K
つ
き
ま
し
，
て
、
そ
む
磁
百
世
を
申
し
上
げ
ま
し

た
が
、
個
々
の
施
策

K
っ
き
き
し
て
は
、
決
算
等
，
K
関
す
る
主
要
な
施
策
の

h
鴨

c 
一号

Jー

号、，
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成
果

K
闘
す
る
報
告
及
び
歳
入
歳
出
決
算
事
項
別
明
細
書
等
K
よ
り
御
了
承

を
掘
り
た
い
と
存
じ
ま
す
。

以
上
、
本
定
例
市
議
会
忙
な
い
て
上
程
い
た
し
ま
す
各
案
件
に
つ
き
ま
し

て
提
案
理
由
の
説
明
を
申
し
上
げ
ま
し
た
が
、
な
hv
館
山
市
教
育
委
員
会
委

員
中
二
名
の
者
が
と
の
九
月
三
十
日
を
も
っ
て
任
期
務
了
と
を
り
を
す
の
で
、

と
の
選
任
方
に
つ
い
て
市
議
会
の
同
意
を
得
た
く
、
追
加
諸
妙
案
の
上
程
を
か

顧
い
す
る
予
定
で
る
り
ま
す
。

何
と
ぞ
慎
重
な
る
御
審
議
を
賜
り
ま
す
よ
う
な
綴
い
申
し
上
げ
、
提
案
理

由
の
説
明
を
終
り
ま
す
む

。
議
長
〈
五
十
嵐
昇
君
)

以
上
で
提
案
理
由
の
説
明
を
終

P
ま
す
。

延

会

午
前
十
時
二
十
五
分
延
会

。
議
長
(
五
十
嵐
昇
君
)

h

F

諮
り
い
た
し
ま
す
。

本
日
の
会
議
は
と
れ

K
て
延
会
い
た
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
と
れ

K
御
異

議
あ
り
ま
せ
ん
か
い

〈
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
h
y
)

。
議
長
〈
五
十
嵐
弗
君
)
動
異
議
念
し
と
認
め
を
す
。
よ
っ
て
本
日
は
と

れ
V

れ
て
延
会
す
る
と
と

K
決
し
ま
し
た
。

念
会
、
明
九
月
十
三
日
か
ら
十
六

B
4
Z
で
議
案
調
査
の
た
め
休
会
、
次
会

は
九
月
十
七
日
午
前
十
時
開
会
と
し
、
そ
の
議
事
は
通
告

K
よ
る
行
政
一
一
鮫

質
問
を
行
い
ま
す
。

J

と
の
様
、
申
し
上
げ
ま
す
。
各
議
案
等
の
質
疑
通
告
の
締
め
切
h
p

は
九
月

十
七
日
正
午
ま
で
で
あ

P
ま
す
の
で
申
し
添
え
ま
す
。

九 百

守一一、、

守‘叩〆
可思・，

A 

4-

。
本
日
の
会
議
K
付
し
た
事
件

一
、
会
議
録
署
名
義
員
の
指
名

一
、
会
期
の
決
定

一
、
会
議
日
程
の
決
。
定

一
、
慈
案
第
五
十
三
号
乃
至
議
案
第
五
十
八
号
、
認
定
第
一
号
乃
至
認
定
第
七

号
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